
理科教育等設備台帳の改正について
○「今後の理科教育設備整備費補助等の在り方について（平成31年４月22日）」及び理科教育設備整備費等補助金交付要綱の改正（令和
２年１０月６日一部改正）を踏まえ、理科教育等設備台帳（中学校分）を改正するもの。

○理科教育設備整備費等補助金交付要綱の適用時期に基づき、中学校は令和３年度から改正した理科教育等設備台帳を使用する。

○理科教育設備整備費等補助金交付要綱の改正時期に合わせ、高等学校は令和４年度から改正する理科教育等設備台帳を使用予定。
※小学校は令和２年度から改正した理科教育等設備台帳を使用している。

＜現行の台帳＞

【総括表】

＜改正後の台帳＞

○様式の一部改正
（主な改正内容）
・「当該年度の整備額」欄の記載
方法の簡素化

・「うち国庫補助金額」欄の単位変更

【品目別整備状況一覧表】

○作成を要しない

【設備表】

○様式の一部改正
（主な改正内容）
・「最重点設備」の明確化
・「当該年度整備状況」欄の
記載方法の変更

・1組50万円以上の設備の明確化
（財産処分手続の対象設備を明確化）

○一定の条件を満たす場合、それぞれの
学校において置かれている備品台帳等を
設備表に代えることができる。
（条件）
・総括表は所定のものを使用すること
・理科設備、算数設備を抽出できること
・設備表に定める全ての項目が抽出でき
ること

【総括表】 【設備表】 【各学校で管理している備品台帳】

あるいは
廃止

理科教育等設備台帳…理科教育設備整備費等補助金の交付対象となる全ての学校において作成（各年３月３１日現在）

一部改正 一部改正


